
離
職
に
よ
っ
て
住
居
を
喪
失
又
は
そ

の
お
そ
れ
の
あ
る
方
へ

～
住
宅
手
当
緊
急
特
別
措
置
事
業
～

　

離
職
者
で
あ
っ
て
、
就
労
能
力
・
常
用
就

職
の
意
欲
が
あ
る
方
の
う
ち
、
住
宅
を
失
っ

た
方
ま
た
は
失
う
お
そ
れ
の
あ
る
方
が
安
心

し
て
就
職
活
動
で
き
る
よ
う
６
か
月
を
限
度

に
住
宅
手
当
を
支
給
（
貸
主
の
口
座
に
直
接

振
込
）
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
申
請
時
に
次
の
①
～
⑦
の
全
て

　

に
該
当
す
る
方

①
平
成
19
年
10
月
１
日
以
降
に
離
職
し
た
方

②
離
職
前
に
主
た
る
生
計
維
持
者
で
あ
っ
た

　

方
（
自
ら
の
労
働
に
よ
り
賃
金
を
得
て
主

　

と
し
て
世
帯
の
生
計
を
維
持
し
て
い
る
方
）

③
就
労
能
力
、
就
労
意
欲
が
あ
り
、
公
共
職

　

業
安
定
所
へ
求
職
申
し
込
み
を
行
い
、
常

　

用
就
職
に
向
け
た
就
職
活
動
を
行
う
方

④
住
宅
を
喪
失
し
て
い
る
方
又
は
喪
失
す
る

　

お
そ
れ
の
あ
る
方

⑤
原
則
と
し
て
収
入
の
な
い
方
。
一
時
的
な

　

収
入
が
あ
る
場
合
に
は
、
生
計
を
一
と
す

　

る
同
居
の
親
族
の
収
入
の
合
計
が
次
の
金

　

額
以
下
で
あ
る
こ
と

・
単
身
世
帯
：
８
万
４
千
円
に
家
賃
額
（
た

　

だ
し
住
宅
手
当
基
準
額
が
上
限
）
を
加
算

　

し
た
額
未
満

・
２
人
世
帯
：
17
万
２
千
円
以
内

・
３
人
以
上
世
帯
：
17
万
２
千
円
に
家
賃
額

　
（
た
だ
し
住
宅
手
当
基
準
額
が
上
限
）
を

　

加
算
し
た
額
未
満

⑥
生
活
を
共
に
し
て
い
る
同
居
の
親
族
の
預
貯

　

金
の
合
計
が
次
の
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

・
単
身
世
帯
：
50
万
円
以
下

・
複
数
世
帯
：
１
０
０
万
円
以
下

⑦
国
の
住
宅
喪
失
離
職
者
等
に
対
す
る
雇
用

　

施
策
に
よ
る
貸
付
又
は
給
付
（
就
職
安
定

　

資
金
融
資
、
訓
練
・
生
活
支
援
給
付
、
就

　

職
活
動
困
難
者
支
援
事
業
等
）、
自
治
体

　

が
実
施
す
る
類
似
の
貸
付
又
は
給
付
等
を

　

受
け
て
い
な
い
方

【
申
請
場
所
】
生
活
福
祉
課

　

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
う
る
み
ん
３
階

【
申
請
受
付
期
間
】
現
在
、
受
付
中
で
す
。

　

最
終
の
受
付
は
平
成
24
年
２
月
末
ま
で
と

　

な
り
ま
す
。

※
申
請
に
は
、
顔
写
真
の
外
に
本
人
確
認
、

　

離
職
票
、
収
入
、
預
貯
金
、
求
人
申
し
込

　

み
等
を
確
認
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

【
社
協
の
貸
し
付
け
制
度
】

※
賃
貸
住
宅
の
入
居
に
必
要
な
敷
金
・
礼
金

　

等
の
初
期
費
用
や
当
面
の
生
活
費
等
の
一

　

時
的
な
資
金
が
必
要
な
方
で
社
会
福
祉
協

　

議
会
の
「
総
合
支
援
資
金
」
や
「
臨
時
特

　

例
つ
な
ぎ
資
金
」
の
貸
し
付
け
要
件
を
備

　

え
て
い
る
場
合
は
貸
し
付
け
を
利
用
す
る

　

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

生
活
福
祉
課 

福
祉
総
務
係

交
通
災
害
共
済
加
入
受
付
中
で
す
！

　

交
通
災
害
共
済
組
合
と
は
、
共
済
掛
金
を

納
め
て
会
員
に
な
っ
て
頂
い
た
市
民
が
交
通

事
故
に
あ
わ
れ
た
と
き
に
見
舞
金
を
支
払

い
、
出
費
の
一
部
に
あ
て
て
頂
く
助
け
あ
い

の
制
度
で
す
。

　

お
１
人
５
０
０
円
の
掛
金
で
、
最
高

１
０
０
万
円
の
見
舞
金
が
支
給
さ
れ
、
万
が

一
の
備
え
と
し
て
高
齢
者
、
子
育
て
世
帯
等

の
方
々
に
も
加
入
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

加
入
申
込
書
は
、
各
公
民
館
、
本
庁
舎
総
合

案
内
、
市
民
生
活
課
、
石
川
・
勝
連
・
与
那
城

庁
舎
市
民
課
窓
口
に
も
設
置
し
て
あ
り
ま
す
。

【
共
済
掛
金
】
１
人
５
０
０
円
（
年
額
）

【
共
済
期
間
】
平
成
23
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　
　

 

平
成
24
年
３
月
31
日

　
（
但
し
、
4
月
1
日
以
降
加
入
さ
れ
る
方

　

は
翌
日
か
ら
）

【
災
害
見
舞
金
】
傷
害
の
程
度
に
よ
り
１
万

　

円
か
ら
最
高
１
０
０
万
円

【
見
舞
金
の
支
給
範
囲
】
日
本
国
内
に
お
け

　

る
一
般
の
人
や
車
な
ど
が
自
由
に
往
来
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
道
路
等
で
の
自
動
車
、

　

バ
ス
、
バ
イ
ク
、
自
転
車
等
の
交
通
に
よ

　

る
人
身
事
故
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
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i n f o r m a t i o n

　平成２３年４月から市役所の組織を一部変更しま
す。
　より簡素で効率的な組織運営を構築し、 市民サー
ビスの向上を図るため組織の見直しを進めていま
す。今回の見直しでは、１課を新設し（６１課→６２課）、
２課の課名を変更します。
【課の新設 ・ 名称変更】
（新設） 総務部 庁舎建設室
（課名変更）
　教育部 社会教育課 → 教育部 生涯学習振興課
　教育部 社会体育課 → 教育部 生涯スポーツ課
【その他の変更点】
（総務部）
　総務部参事兼庁舎建設室長 （部長同等職として庁
　舎建設に関する事務を担任） を配置します。
（建設部）
　下水道課の管理部門 （業務係、 排水設備係） を  
　水道局へ移転します。

組織・機構の改革について
〜庁舎建設の取り組みを進めるため　　
　　　　　　庁舎建設室を新設します〜

行政改革推進室 ☎９７３- ５４０３

生
活
福
祉
課

1
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市
民
生
活
課

1
９
７
３
｜
５
４
８
７


